
社会福祉法人等指導監査実施要領 

 

第１ 目的 

 この要領は、社会福祉法人等指導監査実施要綱（１９９８年４月１日制定。以下「要綱」

という。）第１１条の規定により、社会福祉法人（以下「法人」という。）及び社会福祉施

設（以下「施設」という。）の指導監査の実施に関して必要な事項を定めるものとする。 

 

第２ 指導監査の実施方法等 

１ 指導監査の実施は、次の方法により行うものとする。 

（１）実地監査 

   実地に行う指導監査は、法人の事務所、施設、その他法人又は施設等の業務に直接関

係のある場所において実施するものとする。 

（２）書面監査 

   要綱第４条（１）②に規定する書面による監査については、要綱第５条第４項の規定

により施設から提出された指導監査資料により審査を行うものとする。この場合におい

て、必要があると認められるときは、関係者の派遣を求め、又は文書・電話等により状

況の照会及び確認等を行うものとする。 

    

２ 広島県所管の法人が経営する施設又は広島県所管の施設を経営する法人については、原

則として広島県と合同で実施するものとする。 

 

第３ 指導監査資料等 

 要綱第５条第３項、第４項に規定する指導監査資料は、法人又は施設に所要事項を記入さ

せ、各所管課に１部提出させるものとする。 

 

第４ 実施計画の策定 

１ 要綱第６条に規定する実施計画は、一般監査について、法人及び施設ごとに実地監査、

書面監査の別を示して年度当初策定するものとする。この場合において、実施日、指導監

査に当たる職員（以下「指導監査職員」という。）等については、指導監査の円滑な執行

及びその実効を図るため、実施日の概ね１月前に定めるものとする。 

 

２ 特別監査を行う必要がある場合は、前記１の実施計画に所要の調整を加えるものとす

る。 

 

第５ 指導監査班の編成 

 指導監査班は、原則として各所管課の職員２人以上をもって編成するものとする。 

 

第６ 法人又は施設に対する通知 

 要綱第８条第１項に規定する実施通知は、実地監査の実施に当たって行うものとし、実施

の日時及び場所、指導監査対象、指導監査職員名、法人の役員又は施設の代表者等の立会い

の要請など必要な事項を明示するものとする。 

 



第７ 指導監査結果に対する措置 

 指導監査職員は、指導監査において指摘した事項を速やかに整理し、要綱第９条第１項に

規定する報告をするものとする。 

 

第８ 結果報告に対する処理 

 要綱第９条第４項に規定する改善措置の報告書の様式は別紙のとおりとする。 

 

第９ その他 

 この要領に定めるもののほか、法人及び施設の指導監査に関して必要な事項は、別に定め

るものとする。 

 

 

   附 則 

 この要領は、２００２年４月１日から施行する。 

 

   附 則 
 この要領は、２００７年（平成１９年）５月２５日から施行する。 
 

附 則 

 この要領は、２００９年（平成２１年）５月１１日から施行する。 
 

附 則 

 この要領は、２０１２年（平成２４年）５月１日から施行する。 
 

附 則 
 この要領は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要領は、２０１６年（平成２８年）４月１日から施行する。 

 
附 則 

 この要領は、２０１９年（令和元年）５月１日から施行する。 

 
附 則 

 この要領は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

 



別 紙 

                                 年  月  日 

福 山 市 長 様 

 

（法人名）                 

 

［監事への説明状況］ 

日時・場所・方法等 

監 事 名 前 

監 事 名 前 

 

 

    年度（令和  年度）社会福祉法人等指導監査結果について 

 

  見出しのことについて、次のとおり改善状況等について報告します。 

文書指摘事項 改善状況又は改善計画 改善実施（予定）時期 

   

※ １ 文書指摘事項についてのみ記入してください。 

２ 改善実施（予定）時期については、具体的な日付を記入してください。 

 ３ 改善予定等の変更があった場合は、速やかに報告書にて報告してください。 

４ 改善状況が確認できる書類の（写）を必ず添付してください。 


